
パリルートによる外国出願（特許） 

 
 
≪例≫ 
 
  ０（優先日） ☆国内出願 
 
   ↓ 
 
 １２ヶ月    ☆外国出願（翻訳文提出） 
           例）米国（英語） 
             欧州（英語） 
             韓国（韓国語） 
             中国（中国語） 
 
         （☆：出願人による手続き） 
 
 
≪特徴≫ 
①優先日から１２ヶ月以内に、外国出願手続きを完了させる必要がある。 
 
②各国別の言語で各国毎に出願手続きを行う必要がある。 
 
③出願を希望する国が決定しているのであれば、早期に出願手続きを行う

ことができる。 
 



ＰＣＴを利用した外国出願（特許） 

 
 
≪例≫ 
 
  ０（優先日） ☆国内出願 
   ↓ 
 １２ヶ月    ☆国際出願 
   ↓ 
 １５ヶ月頃    国際調査報告・国際調査機関の見解書 
   ↓ 
 １７ヶ月頃   ☆１９条補正 
           ＊任意の手続き 
   ↓ 
 １８ヶ月     国際公開 
   ↓ 
 ２２ヶ月    ☆国際予備審査請求・３４条補正 
           ＊任意の手続き 
   ↓ 
 ２８ヶ月     特許性に関する国際予備報告 
   ↓ 
 ３０ヶ月    ☆国内段階移行（翻訳文提出） 
           例）米国（英語） 
             欧州（英語） 
             韓国（韓国語） 
             中国（中国語） 
 
         （☆：出願人による手続き） 
 
 
≪特徴≫ 
①優先日から３０ヶ月以内に、外国出願手続き（国内段階移行手続き）を

完了させる必要がある。 
 
②１つの言語で１つの国際出願をすれば、全ＰＣＴ締約国に出願したもの

とみなされる。 
 
③先行技術調査結果である国際調査報告等を参考に、外国への出願を検討

することができる。 


